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図1：高額介護・医療合算のしくみ

表1：高額介護・医療合算の基準額

同一世帯・同一医療保険に加入

高額療養費算定世帯
申請

（介護自己負担額
  証明書添付）

申請
（介護自己負担額
  証明書）

支給

支給額の通知

支給 交付

医療保険受給者

医療保険者 介護保険者（市町村）

介護保険受給者

　今週は神戸学院大学（神戸市）の学生２人が福島に実習に来
ています。神戸といえば、元町・三宮などの繁華街や神戸の
夜景が思い浮かびますが、阪神・淡路大震災を忘れてはいけ
ません。今年はちょうど２０年になります。神戸学院大学の２人
に聞いてみました。「阪神・淡路大震災の時はどこにいたの？」

「ぼくは、お母さんのお腹の中にいました」「ぼくもお腹にいま
した」 「！！！」。そういえば、私も当時はまだかわいらしい高校３年
生だったのです。もうひとつあります。ある食堂で学生に「ここ
は昭和の感じが満載だね」といったところ、その学生は「すいま
せん、平成生まれなので昭和の感じというのがわかりません」
といいました。今の大学生の多くは平成生まれなのですね。高
校球児が年下になった時の気持ちです。 
　さて話が大きくずれましたが、阪神・淡路大震災を契機に、
急性期の災害医療体制が構築されて来ました。同時に避難生
活のあり方もひとつの課題になりました。写真１は今回学生が
お世話になっている「相馬市大野台第６応急仮設住宅」（福島県
相馬市）です。ここには２８棟の
仮設住宅が建ち、飯舘村の住
民１４５世帯２８５名が生活してい
ます。飯舘村の住民が避難して
いる仮設住宅の中で最も大きな
ものです。一番多い時には１６４
世帯３６０人が住んでいたそうで
す。現在の入居者の平均年齢は
６３歳。平成２２年の国政調査で
は、飯舘村の平均年齢が４９.４
歳、福島県でもっとも平均年齢
の高かった金山町が62.6歳ですので、仮設住宅の中は一気に
高齢化が進んだということがわかります。
　多くの人が住めば、急病の発生、住民のひきこもり、お酒
の問題などさまざまな問題が生じてきます。もしかしたら、そ
れらの問題は避難前からあったのかもしれません。広い土地に
分散して住んでいれば目立たなかった問題が、狭いところに密
集して住めば目につきます。震災前、飯舘村の人口密度は１平
方キロメートルあたり２７人（全国平均：３４３人、浜田市８９.５人）
だったそうです。それが避難先の第６応急仮設住宅では、敷地
面積0.01375平方キロメートルに住民２８５名ですから、１平方
キロメートルあたり20,727人になります。東京２３区で最も人
口密度が高い豊島区が１平方キロメートルあたり22,950人、
２番目の中野区が20,730人ですから、人口密度だけで考えれ

ば、住民にとっては東京に引っ越してきたようなものです。そ
こに高齢化も加われば、多くの問題が顕在化してくるでしょう。
　現在ではどの仮設住宅にも集会施設や自治会が設置されて
います。阪神・淡路大震災の後、平成9年6月30日に「大規模
災害における応急救助の指針について」という通知が厚生労働
省から出されました。その中に地域社会づくりという項目があ
りますが、「大規模な応急仮設住宅団地を設置した場合には、
団地内の地域社会づくりを進めるために自治会などの育成を
図ること」、「応急仮設住宅における生活の長期化が想定される
場合には、一定戸数以上の住宅においては、自治会活動など
の地域社会づくりの拠点としての集会施設を設置すること。」が
記されています。仮設住宅の供与は、災害救助法に基づいて
行われますが、救助の程度、方法、期間、実費弁償の基準等
は告示により示されています。仮設住宅が設置されるとこれら
の通知等に基づいて、自治体は集会所や自治会の設置を進め
るのです。
　写真２は大野台第６応急仮設住宅スタッフの写真です。向かっ
て右から住民にタブレット等の使い方を教える青田さん、管理
人の北原さん、現在の自治会長の庄司さん、前会長の佐藤さ
ん、そして後列は実習に来ている神戸学院大学の学生（古田君
と真野君）です。仮設住宅のスタッフは、住民や役場と協力し
ながら、イベントの開催、外部支援者との調整、急病やトラブ
ルの対応など、昼夜・休日関係なく対応します。今回も実習３
日間に、ヨガ教室の開催、救急搬送対応、関係機関との打ち
合わせなどがありました。私もいくつかの仮設住宅に出入りし
ていますが、大野台第６応急仮設住宅では月に１回、役場や保
健所、社会福祉協議会やこころのケアセンターなどと一緒に定
期ミーティングをしていること、そして何よりもスタッフの雰囲
気がよいことから、最も長く通っている仮設住宅になりました。
　仮設住宅の供与期限は原則２年以内です。しかし復興公営住
宅の建設の遅れや除染作業の遅れなどから期限延長が行わ
れ、いまも多くの人が仮設住宅で暮らしています。仮設住宅で
は、これまで同じ村に住んでいながら知り会うことのなかった
人々が新しく知り合うことができる一方で、復興が進めばまた
新しい場所でそれぞれの暮らしを始めることとなり、住民はま
たバラバラになってしまいます。コミュニティーが安定するには
まだまだ時間がかかりそうです。

山陽女子短期大学　人間生活学科・専攻科　診療情報管理専攻
准教授　診療情報管理士指導者　有 吉  澄 江

高額療養費制度が変わりました！
～高額医療・介護合算制度について～

http://www.sanyo.ac.jp
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国立病院機構災害医療センター
災害医療部 福島復興支援室

vol.15

　１９７６年千葉県生まれ。２００４年島根医科大学卒業。島根
県立中央病院救命救急センター等を経て、２０１１年より国立
病院機構災害医療センターにて災害医療に従事。厚生労働
省災害派遣医療チーム（DMAT）の教育・研修の他、現在
は主に福島県の復興支援を行っている。２０１４年４月より、
福島復興支援室勤務。

小早川　義貴●こはやがわ・よしたか

連載

「応急仮設住宅」

「びょういん」 何でもQuestion－9

　みなさま、こんにちは！
　前回まで医療や介護保険に関する高額療養について取り上
げてきましたが、これらを簡単にまとめ、高額医療・介護合
算制度についてご説明します。

1.高額療養費制度(月単位により自己負担限度額を超えた場
合に、超えた額が給付される制度)
1) 医療保険が適用される診療に関する医療費について、

支払った診療月単位の自己負担額を対象とします。ただ
し、入院時食事療養費や入院時生活療養費の標準負担
額は、対象外です。高額療養費の計算は、診療報酬明
細書（以下レセプトといいます）単位に計算されます。同
一月に、複数の医療費があれば合算できます。（70歳
未 満 の 場 合 は、レセプト1枚 当 たりの 自 己 負 担 が
21,000円以上であることが必要）

2) 同一世帯の月単位の『自己負担限度額』
 　医療保険加入者の年齢（70歳未満とそれ以上）や所得に

応じて設定され、70歳以上は、外来と入院ごとに設定
されています。（国民健康保険は世帯全体の所得、健康
保険は標準報酬により適用される。）自己負担限度額は、
同一世帯の同一医療保険に加入する複数の患者の自己
負担額を合算します。これを、世帯合算といいます。1
年間（直近の12ケ月間）で、高額療養費が3ケ月以上該
当した場合の4ケ月目以降は多数回該当となり、自己負
担限度額は軽減されます。

2.高額介護サービス費・高額介護予防サービス費
　介護が必要な方（要介護者）の介護サービス費（在宅・施設）
や支援の必要な方（要支援者）の介護予防サービス（在宅）利
用の場合は、原則として1割負担（現役並みの収入のある場
合は2割負担）をしますが、1割負担が限度額を超えた場合は、
申請により、超えた場合額が支給されます。限度額は、年齢
区分、所得区分ごとに世帯単位（世帯全体での合算額）で定
められています。

　医療と介護の高額合算制度は、前述した『月単位』での
負担軽減によってもなお高額な負担が残る場合に、『年単位』

による負担を軽減する制度です。（図 1 参照）
　同一世帯内かつ同一医療保険の加入者が、毎年 8 月から
翌年 7 月までの 1 年間に支払った医療保険と介護保険の自
己負担額を合算した額が基準額（表 1 参照）を超えた場合は、
医療保険に申請すれば、その基準額を超えた額が高額介護
合算療養費・高額医療合算介護（介護予防）サービス費と
して、医療保険と介護保険それぞれから支払われます。
　ただし、医療と介護保険の自己負担額は、高額療養費及
び高額介護（介護予防）サービス費の支給を受ける場合は、
その額を除いた額となります。

医療・介護保険に関する高額療養のまとめ

医療と介護の自己負担額の限度額超えの
高額合算制度

所得区分

①区分ア
健康保険：標準報酬月額83万円以上
国民健康保険：所得額901万円超

②区分イ
健康保険：標準報酬月額53万～79万円
国民健康保険：所得額901万円以下

③区分ウ
健康保険：標準報酬月額28万～50万円
国民健康保険：所得額600万円以下

④区分エ
健康保険：標準報酬月額26万円以下
国民健康保険：210万円以下

　　　　　低所得

＊低所得（市町村民税世帯非課税）Ⅱ：年金収入80～160万円　Ⅰ：年金収入80万円以下

平成26年8月～平成27年7月
70歳未満

176万円

135万円

67万円

63万円

34万円Ⅱ
Ⅰ

70～74歳・75歳～

67万円

56万円

31万円
19万円

70歳未満

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

70～74歳・75歳～

67万円

56万円

31万円
19万円

平成27年8月以降

写真１  あいにくの雨模様。大野台第６仮設住宅
　　　 （２０１５年８月２７日撮影）

写真2  相馬市大野台第６応急仮設住宅スタッフと学生知り合って３年以上が経ちました。
　　　 いつもありがとうございます。

●相馬市大野台第６応急仮設住宅の情報は
　http://soumaoonodai.web.fc2.comでみることができます。

＊70歳未満の医療保険の自己負担額・・・医療機関別、医科・歯科別、入院・
外来別で、21,000円以上ある場合に合算の対象となる。

＊高額介護合算療養費・高額医療合算介護（介護予防）サービス費・・・基準
額を超えた額が501円以上の場合に限る。


